
 

 

 

 

 

 

「健康保険被扶養者現況届」の提出について 

 

 

 被扶養者の現況について監督局の指導により、毎年１回確認させていたいておりま

す。本年度は下記の要領で実施いたしますので、大変お手数をお掛けいたしますが、

ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

 

１．「健康保険被扶養者現況届」について 

  平成 28 年 9 月 16 日現在で認定年月日が平成 28 年 8 月 31 日以前の被扶養者名を  

記載した「健康保険被扶養者現況届」（以降「現況届」と記載）及び事業主用「控え

リスト（一覧表）」を送付いたしますので、各被保険者にそれぞれ必要事項を記入し

ていただき、全員の「現況届」を番号順に取りまとめ、平成 28年 11月 30日までに

組合へご提出ください。 

なお、添付書類は不要といたしますが、事業主において対象者の収入要件等を厳密

に確認いただきますようお願いいたします。状況により（同居から別居に変わってい

る場合等）依頼することもございますので、ご協力のほどお願い申し上げます。 

また、今回は被保険者証の更新はしませんので申し添えます。 

 

  「現況届」が未提出でありますと、引き続き被扶養者として認定できない場合が 

ありますのでご注意ください。 

  

 

２．「健康保険被扶養者現況届総括表」について 

  被保険者から回収された「現況届」をご確認（住所・年間収入等）いただき、「健

康保険被扶養者現況届総括表」に必要事項をご記入のうえ事業主印を必ず押印して

あわせてご提出ください。 

 

 

 



３．被扶養者の増または減のある方について 

増加 → 必要書類を添付のうえ「健康保険被扶養者(異動)届」（以降「異動届」

と記載）を提出してください。 

減少 → 「現況届」の該当被扶養者名を＝線にて抹消のうえ、「異動届」を提出 

してください。 また、抹消した被扶養者の「カード証」「高齢受給者

証」は必ず「異動届」に添付してご返納ください。 

 

 

４．被保険者・被扶養者の氏名・生年月日・住所に変更、訂正のある方について 

 「現況届」の該当箇所を＝線にて訂正のうえ「氏名変更届」「生年月日訂正届」 

「被保険者住所変更届」「被扶養者にかかる訂正届」をご提出ください。 

  

 

 

※「現況届」及び「控えリスト（一覧表）」の資格取得年月日及び認定年月日について 

  は、コンピュータシステムの更新に伴い変更されている場合がありますので悪しか

らずご了承ください。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 大阪本部 適 用 課 06-6941-5004 

       神戸支部 業 務 課 078-221-6100 

       京都支部 業 務 課 075-801-2905 

 

 


